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会長挨拶 

一般社団法人岐阜県損害保険代理業協会   えんどう    よしかつ 

会長 遠藤 昌克 
 

２月後半となりました。春分の日も近づき、日が暮れるのがずいぶん遅くなってき 

ました。今年の２月は前半は気温が低く雪も降りましたが、後半は春の陽気になった 

りと寒暖の差が激しい月でした。東海地方は晴れの日が多かったのですが、北陸から 

東北にかけては日本海側を中心に大雪となりました。豪雪で被害を受けられた方が多 

くあり、雪下ろし中の事故で亡くなられた方やけがされた方も多くありました。今冬 

の大雪により、被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

そんな２月ですが、６日よりミラノ・コルティナ冬季オリンピックが開催されました。 

岐阜県出身の選手も活躍され、スキー、スノーボードではメダルも取れて大変興奮いた 

しました。しかしそんな舞台に必要な雪や氷が気候変動で失われつつあり、冬季オリンピックそのものが

存続の危機に直面しており、今後の開催される年も開催地も限られていくと言われています。冬季だけで

なく、夏季オリンピックでも猛暑が続くなど、気候変動問題は近年ますます深刻化しており、開催時期を

秋季や初冬に移して”秋季オリンピック”となる日が来るかもしれません。 

さて、代協活動ですが、コンサルティングコースの申し込みが岐阜県代協は５４名となり、全国では約

３，０５６名となりました。過去最高の受講申込者数となり、予定より早く締め切られました。会員の皆

様のご協力ありがとうございました。そして３月に行われます全国会長懇談会と日本代協臨時総会では、

今年も金融庁保険課長との意見交換会が行われます。行法改正や監督指針の改正の中での問題点や自己点

検チェックシートの取り組み、顧客本位の業務運営等について意見交換をします。岐阜県からは保険会社

と代理店のつながりが途絶えかけていること。代理店の自立・自走はわかるが、保険会社の代理店として

仕事をしているのであり、一緒になって営業戦略や顧客へのリスクへの提案、地域への貢献活動などして

いいのではないか？業界の信頼回復には保険会社だけでなく、代理店の協力も必要なはずだと事前に意見

を出しました。議事録が出ましたらご報告いたします。 

また、岐阜県代協活動としては２月３日に第４回理事会が開催され、次年度の各委員会の事業計画案・

予算案が発表され、次回の理事会にて審議決定されます。企画環境委員会は２月後半には公平公正な募集

のため、注意喚起文書を県下のディーラーや自動車販売業者に送付いたします。広報機関誌委員会では恒

例の損害保険トータルプランナーの広告を２７日に中日新聞朝刊に掲載し、岐阜県代協の存在を広く知っ

ていただき、信頼できる代理店としての存在を PRいたします。各支部、各委員会とも次年度の活動を計画

されています。会員の皆様が一人でも多く活動に参加していただけるような活動をお願いいたします。 

最後に春待ち遠しい頃となりますが、温かくなると花粉症の季節です。今年は例年よりやや多いとの予

報です。私はすでに目がかゆくなってきましたので早めに対策をしています。最近の研究から、花粉症が

発症していない方もマスクや眼鏡で花粉を身体に取り込む量を減らすことで花粉症をある程度予防できる

可能性が示されています。皆様も早めの対策をしてください。今年度の活動もあとわずかです。引き続き

最後までご協力をお願いいたします。 

１ｐ・・会長挨拶／目次                 ９ｐ・・『街道シリーズ』（伊勢街道 9）松尾 一 
２ｐ・・スケジュール／事務局より         １０ｐ・・会員投稿 
３ｐ・・支部報告①                  １１ｐ・・提携事業者広告掲載① 
４ｐ・・支部報告②／委員会報告①         １２ｐ・・提携事業者広告掲載② 
５ｐ・・代理店紹介                １３ｐ・・提携事業者広告掲載③ 
６ｐ・・中さんの保険諸国慢遊記（237） ①     １４ｐ・・提携事業者広告掲載④ 
７ｐ・・     保険ジャーナリスト ②     １５ｐ・・委員会報告②／編集後記 
８ｐ・・          中﨑章夫 ③  
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～ ス ケ ジ ュ ー ル ～ 

 

～事務局より ～   ★通常総会日程のお知らせ 

日本代協   ２０２６年 ６月１１日（木）  １０：００～  損保会館 

県 代 協   ２０２６年 ５月２７日（水） １４：００～  グランヴェール岐山 

岐阜支部   ２０２６年 ４月２４日（金） １４：００～  メディアコスモス 

西濃支部   ２０２６年 ４月２４日（金） １４：００～  スイトピアセンター 

中濃支部   ２０２６年 ４月２４日（金） １７：３０～  昇月 

東濃支部   ２０２６年 ４月 ９日（木） １１：００～  みわ屋 

飛騨支部   ２０２６年 ４月 ３日（金） １８：００～  ひだホテルプラザ 

 

※ 開催時間、場所につきましては現在の予定をお知らせいたしております。 

変更の場合もございますのでご了承ください。 

 

岐阜県代協事務局  

TEL ： ０５８－３２９－００５０   

FAX ： ０５８－３２９－００４０ 

Ｅメールアドレス ： gfdaikyo@opal.ocn.ne.jp  

（担当：小川百合子） 

 

日付 主催 行事・議題・内容など 開催場所 

２ ３ 火 県代協 理事会（１３：３０～） 瑞穂総合センター 

 ４ 水 西濃 例会（１１：３０～） 五右衛門 

 ６ 金 飛騨 新年会（１８：００～） ひだホテルプラザ 

 １０ 火 中濃 例会（１０：３０～） 太田交流センター 

 １２ 木 東濃 幹事会（１１：００～） 例会（１１：３０～） みわ屋 

 １２ 木 飛騨 例会（１１：３０～） 魚菜 

 １８ 水 企画環境 委員会（１１：００～） Web開催 

 ２０ 金 広報機関誌 委員会（１１：００～） Web開催 

 ２０ 金 岐阜 役員会（１１：３０～） ふくや 

 ２７ 金 教育 出前講座 陵南小学校 

 ２７ 金 広報機関誌 中日新聞トータルプランナー広告掲載 中日新聞朝刊 

３ ４ 水 西濃 例会（１１：３０～） 五右衛門 

 １０ 火 中濃 例会（１０：３０～） 太田交流センター 

 １２ 木 東濃 例会（１１：３０～） みわ屋 

 １２ 木 飛騨 例会（１１：３０～） 調整中 

 １８ 水 岐阜 東ブロック会（１２：００～） 調整中 

 １９ 木 岐阜 西ブロック会（１２：００～） 調整中 

４ ２ 木 県代協 理事会（１３：３０～） 瑞穂総合センター（予定） 

５ ２７ 水 県代協 通常総会 グランヴェール岐山 
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【岐阜支部２月活動報告】 

〇岐阜支部２月役員会報告 

 開催日時 ： ２０２６年 ２月２０日（金）１２：００～      報告者名 ：  松野 亘芳 

≪議題≫ 

① 次年度役員改選について 

② 委員会報告 

③ 3/18 東ブロック会、3/19 西ブロック会について 

④ ２０２６年度総会について 

⑤ その他情報交換 

  ※次回役員会 ２０２６年 ３月 未定 

 

【西濃支部２月活動報告】                                             

○西濃支部２月例会報告 

  開催日時 ： ２０２６年 ２月 ４日（水）１１：３０～  開催場所 ： 大垣「五右衛門」 

  参加者数 ： １７名 （会員１５名、賛助会員２名）       報告者名 ： 中河 美智彦 

 ≪議題≫ 

 ①賛助会員（ファブリカコミュニケーションズ）、（メットライフ生命保険）より案内 

 ②西濃支部総会・・２０２６年４月２４日（金）１３：３０～ スイトピアセンター学習にて  

懇親会１８：００～ （場所未定） 

  岐阜県代協総会・・２０２６年５月２７日（水）１４：００～ グランヴェール岐山にて 

 ③委員会報告 

 ・企画環境・・2/18 委員会開催予定 

 ・教育・・2/4 コンサルティングコース岐阜県５４名申込 １５名目標達成御礼 

     ・2/27 陵南小学校にて出前講座を実施予定  

     ・次年度以降実施可能校について   

 ・広報・・新ＨＰ移行後、各会員情報のチェックのお願い 

 ・ＣＳＲ・・地震保険普及キャンペーン チラシ（ティッシュ）を３月例会にて配布予定。 

各自にて有効活用する。 

 ・組織・・２０２５年度 新入会員１１代理店加入 目標達成御礼、退会は８代理店 

 ④日本代協・県代協より 

 ⑤その他情報交換                                    

   ※次回例会 ２０２６年 ３月 ４日（水）１１：３０～ 大垣「五右衛門」にて 

 

【中濃支部２月活動報告】 

○中濃支部２月例会報告 

 開催日時 ： ２０２６年 ２月１０日（火） １０：３０～ 開催場所 ： 太田交流センター 

 参加者数 ： １１名 

 ≪議題≫ 

① 次年度役員改選について 

② 委員会報告 

③ ２０２６年度総会について 

  ４月２４日（金） 17：00～ 美濃加茂市の昇月にて開催予定 

④ その他情報交換 

※次回例会 ２０２６年 ３月１０日（火）１０：３０～ 太田交流センターにて 

支部活動報告
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【東濃支部２月活動報告】 

○東濃支部２月例会報告 

開催日時 ： ２０２６年 ２月１２日 （木）幹事会１１：００～ 例会１１：３０～ 

開催場所 ： みわ屋 

参加者数 ： １４名 

報告者名 ： 水野 智久 

≪議題≫ 

   ①幹事会・・来期役員、委員会担当者について 

②例会・・各委員会報告 

③新入会員自己紹介 

④来期役員、委員会担当者について 

⑤その他情報交換 

  ※次回例会 ２０２６年 ３月１２日（木） 例会 １１：３０～ みわ屋にて 

 

【飛騨支部２月活動報告】 

 ○飛騨支部新年会開催 

開催日時 ： ２０２６年 ２月 ６日 （金）１８：００～ 

開催場所 ： ひだホテルプラザ 

参加者数 ： １９名（会員１１名、提携事業者７名、県代協専務理事１名） 

報告者名 ： 熊木 千夏 

 

〇飛騨支部２月例会報告 

開催日時 ： ２０２６年 ２月１２日 （木）１１：３０～  開催場所 ： 魚祭 

参加者数 ： ９名                     報告者名 ： 熊木 千夏 

≪議題≫ 

   ①来期役員について 

②２０２６年総会について 

③委員会報告 

④その他情報交換 

  ※次回例会 ２０２６年 ３月１２日(木) １１：３０～ 場所未定 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

【教育委員会】  

  

★損害保険大学課程 コンサルティングコース受講申込み御礼 

  （２０２６年 ４月 ～ ２０２７年 ３月コース）の申込みが終了しました。 

  岐阜県代協目標数 １５名に対して５４名のお申込みがございました。（達成率３６０％） 

お申込みをいただきました皆様、誠にありがとうございました。 

４月より開講されますので、合格に向け学習いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

                                （委員長 山田 秀一） 
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東濃支部 株式会社アシストアイ 
 

＜代理店名＞ 

株式会社アシストアイ 

（保険相談アシストアイ、リフォームアシスト） 

 

 

＜所在地＞ 

〒509-5122 岐阜県土岐市土岐津町土岐口 2092-9（土岐市役所前） 

電話番号：0572-56-5713 

FAX：0572-56-5714 

Email：info@assistai.jp 

 

＜代表者＞                   

代表取締役 今井 貴志 

 

＜スタッフ＞ 

営業３名 事務２名 

 

＜取扱保険会社＞ 

東京海上日動火災保険会社 

東京海上日動あんしん生命 

オリックス生命 

 

＜略歴＞ 

平成 20 年４月８日：株式会社アシストアイ設立 

平成 23 年６月２日：事務所移転 

令和 02 年 11 月 5 日：リフォーム業開始 

 

＜事務所の環境＞ 

地元密着の来店型代理店 

立地は土岐市役所前でわかりやすく、 

土岐プレミアムアウトレット、イオン土岐店まで車で 5 分、 

お買い物のついでに立ち寄りやすい環境です。 

 

＜経営理念＞ 

・お客様のいちばん身近なパートナーとして 

いつまでもずっと続く「あんしん」をお届けします。 

・お客様の暮らしにまつわるトラブルやお困りごとを 

代理店紹介 

 

 

 

 

mailto:info@assistai.jp
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ワンストップで解決する「暮らしの総合サービス業」を目指しています。 

中さんの保険諸国漫遊記（２３７） 

保険ジャーナリスト 中﨑 章夫 

企業保険市場の適正化との特定契約比率規制の行方 

ー中小の企業内代理店市場流動化とプロ代理店の新たなチャンス 
 

◇マンションでのコミュニティー活動と新たな出会い 

 千葉県県松戸市のいわゆる郊外型マンション（築４６年、４棟１１階建て、５０８戸）に住んでい

ると、居住者の高齢化等による自治活動を兼ねた管理組合の運営が困難に直面している。高齢者中心

になり理事のなり手がない、若い居住者はやりたがらない、こうした空気を背景に、出来るだけイベ

ント活動を減らし管理活動のみに限定し理事の負担を減らそうという流れだ。 

 こうした中で、自治活動は自分たちで小さな輪（サークル）を作り広め、居心地の良い環境を作り

出していくことも必要になっている。マンション仲間といろいろコミュニティー活動をしているが出

会いがあらたな試みにつながるから面白い。 

 

◇蕎麦打ちの会 

 すでに一昨年１０月から月例の蕎麦打ちの会（メンバー７０代から８０代１０名）に参加し続けて

おり、２月２３日で蕎麦打ちも１７回を数えるまでになった。食べる楽しみとと

もに作る楽しみにまで行きつくとともに、居住者間の情報交換の場ともなり、と

りわけ地域交流の苦手だった男性陣が参加を楽しみにしている。蕎麦焼酎の蕎麦

湯割りを酌み交わして打ち立て茹で立て蕎麦を楽しみながら新たな人との出会い

と語らいの楽しみまでついてくる。 

 

◇花とみどりの会 

 花とみどりの会（参加１８名）というボランティア組織の世話人もしており、季節ごとの花の苗の

植え替え作業や水やり、病虫害駆除、腐葉土作り、構内の草刈り、ドングリ拾いイベント（集めたド

ングリは奈良鹿の愛護会に寄付）などを実施している。メンバー間の交流のため年４回程度の食事会

も行っている。メンバー全員に年度初めに希望する作業のアンケートを取り、各作業担当を決めてい

る。やりたくないものまで担わせると雰囲気が悪くなるし長続きしないからだ。 

 こちらの会では、年４回程度懇親を兼ねた食事会を開催し、山形の出身者による郷土料理のいも煮

鍋や玉こんにゃくなどを作ってもらい、みなで食べたりしている。 

 

◇花・つまみの会 

 そんな中で、料理上手のメンバーを会長にサークルとして隔月ペースで、酒の肴、おつまみの料理

教室を集会所で希望者で定期的にやろうということになり、「花・つまみの会」を３月から立ち上げこ

とにした。１回目は、山形郷土料理の納豆餅とミニトマトの肉巻き、そしてナムルを食材を用意して

作ろうということになっている。参加メンバーは１２名、私は食べること専門で全く料理はできない

が、この機会に、蕎麦打ちに続いて作る喜びを味わいたいと思う。 

 

◇６月業法改正施行に向け監督指針等で運用方整備へ 

 本年６月１日から施行される改正保険業法関連のルール細目の整備が進む。すでに昨２０２５年５

月に監督指針（いわゆる第１弾）がパブコメを経て８月２８日に有効となり、過度の便宜供与などに

ついての運用方針が明確になった。さらに同年１２月１７日には乗合代理店実務に大きな影響を与え

る比較推奨販売ハ方式（代理店による判断）の廃止などに対する監督指針（第２弾）が出され、本年

１月３０日締め切られたパブコメ等を踏まえ金融庁の方針が待たれる。 
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◇どうなる監督指針第３弾「特定契約比率規制」 

 残された注目点は、「保険料の実質的な割引・割戻しの防止」及び「損害保険代理店の自立の促進」

を目的とした企業内代理店の特定契約比率規制の特例廃止問題等に関する監督指針（第３弾）が待た

れるところだ。 

 特例とは１９９６年３月３１日以前に登録された代理店に適用されてきた経過措置＝旧基準（火

災、自動車、傷害のみ対象）が、一定（３年程度）の猶予期間を経て新基準（新種を含む）となるこ

とと、特定者の範囲が親会社のみならずグループ（親会社の連結の範囲）企業まで拡大されることと

なることで、特定契約比率の５０％を超えてしまうケースが相当程度（企業内代理店約１万店、上位

３００社ベースで４割以上と想定）出てきてしまうことになるため極めて大きな影響が出てきそう

で、猶予期間３年程度を設けているほか、実際の運用方針を巡りどこまで制度改革が進むのか、その

運営細目がどう決まるかが、注目点だ。 

 

◇特例廃止の例外規定はどうなる 

 なかでも、特例廃止の画一的な適用は、例えば専門的な知見を有する企業内代理店の募集実務への

グループビジネス貢献にも悪影響が出てしまうことから、適用除外規定（一定の態勢整備と手数料適

正化要件クリア）もあわせ設けている点がポイントで、この例外規定がどこまで活用出来るものなの

か、今後の監督指針での運用基準細目を待つことになる。 

 

◇有識者会議報告書で提起された企業代理店市場の４つの課題 

 ２０２４年６月２５日に出された「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議報

告書」では、企業代理店市場における課題を、１）損保会社の代理店である一方、顧客企業の子会社

であり、その立場は不明確であることから独禁法抵触リスクが増加するおそれ、２）顧客企業の一部

門である企業内代理店を適切に指導等できず、代理店業務の代行等の便宜供与も影響し、代理店の実

務能力の向上が図られていないおそれ、３）特定契約を一定程度に抑制することが求められている

が、この規制が実態に合っておらず、代理店としての自立が果たされていないおそれ、４）企業内代

理店は、こうした課題を有していることから、企業保険分野において、保険仲立人や他の代理店と公

正な競争が行われていないおそれ、があるとし、企業内代理店の自立を促し、企業向け保険市場にお

ける公正な競争環境を確保する観点からの取り組みを保険会社、代理店それぞれに求めている。 

 

◇特定契約抑制のため特例廃止と特定者範囲拡大の背景 

 この中で、企業内代理店の自立を促す観点からは、特定契約比率規制を見直すことも必要とし、具

体的には、比率の計算にあたって、一部の保険代理店の対象保険種目等を限定する経過措置について

は、近年の賠償責任保険やサイバー保険等といった新種保険の需要増加等の環境変化も踏まえると、

現在の企業向け保険市場の実態に即しておらず、一定の準備期間を確保した上で、早急に撤廃するべ

き、としている。 

 特定契約比率規制の対象となる「特定者」の対象範囲についても、企業内代理店の実態把握を早急

に進め、その影響を分析した上で、例えば、連結決算の対象となるグループ企業の範囲全体へ拡大す

るなど、そのあり方を検討すべきとしている。 

 

◇果たす役割に応じた手数料体系導入検討へ 

 さらに自立が図られたとしてもその立場の不明確さゆえの競争環境の歪みが残るとして、歪みを是

正する観点から、保険代理店の果たす役割に応じた手数料体系のあり方についても検討を続けるべき

とするとともに、企業向け保険市場の更なる発展を図る観点から、保険仲立人の活用を促進するため

の施策もあわせて検討を続けるべき、としている。 
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◇特定契約比率規制の例外としての２要件 

 なお、２０２４年１２月２５日に出された損保ワーキンググループ報告書では、特定契約比率規制

の例外として １）保険代理店として十分な実務能力を有しており、もって親会社等からの自立が図ら

れていると認められること（一定の態勢整備の要件）と２）企業内代理店が受け取る手数料につい

て、親会社等を保険契約者とする保険契約に係る保険料の実質的な割引が生じていないと認められる

こと（手数料の適正化の要件）を満たす代理店を特定契約比率規制の適用対象外とする方向を示して

いる。 

 

◇一定の態勢整備の要件と手数料適正化要件 

 一定の態勢整備の要件については、法令等遵守態勢の整備状況や保険募集人の

数のほか、その企業内代理店の業務品質や募集人の実務能力を確認できる要件

（保険募集人について、企業向け保険を取り扱うために適切な水準を満たす各種

資格の保有状況等）を追加するべき、とし、また手数料の適正化の要件について

は、損害保険会社が企業内代理店の果たす役務を適切に評価した上で、それに見

合った手数料を支払うようにする必要があり、当局もこうした取組みを強く促す

ほか、以下の取組みを進めることで、適正な手数料が支払われるための環境を整

備するべき、としている。 

 

◇企業内代理店の４つの選択肢 

 今後出される第３弾の監督指針でその細目がどのようになるのか注目される。これにより企業内代

理店は、１）他の企業内代理店買収等によりグループ外契約を拡大し規制をクリアし自前で存続を図

るか、２）売却・譲渡を選択するか、３）廃業等を図るか、４）特例措置要件を活用するか、厳しい

選択を迫られることになり、いずれにしても代理店の流動化局面は避けられない。企業内代理店の自

立化は待ったなしだが、業法改正関連の規制対応コスト増（比較推奨販売、システム、ガバナンス・

コンプライアンス等の態勢整備がらみの投資等や保険会社から過度の便宜供与の見直しに伴う出向者

の引き揚げに伴う人材の確保や自立化に向けてのコスト負担増、役割に応じた手数料体系への変更

（実質的な手数料の切下げ）など厳しい課題に直面せざるを得ない。 

  

◇中小の企業内代理店市場は流動化 

 大手の企業内代理店は、親企業のリスクマネジメントの高度化要請から、企業のガバナンスのなか

で、リスクマネージャーの要請やリスクマネジメント専管セクションの権限強化、自前の企業内代理

店をどう位置づけるか、ブローカーや金融・商社系企業代理店への売却・譲渡、ないしは連携協力し

た自立化等を模索することになるが、問題は中小の多くの企業内代理店である。 

自前で企業内代理店を存続させることが難しい一方で、自前のリスクマネージャーを養成・確保す

ることも叶わないケースが相当数出てきそうだが、こうした企業のリスクマネジメント・保険マネジ

メント対策としては、いわゆる外部のリスクマネージャー・保険マネージャーとして、プロ代理店な

どの業務品質を備え体制整備が整った代理店との連携を通じ、活路開拓を図ることになる。そのため

にもプロ代理店には、こうした企業内代理店市場流動化に対応した、高度な代理店品質が求められ

る。 

 

（保険ジャーナリスト、inswatch 編集人）  
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『街道シリーズ』（伊勢街道 9） 

                                         松尾 一 

                桜井から柏尾へ 

日本武尊ゆかりの白鳥神社がある養老町桜井の、大神宮

常夜灯の傍に当時のままだという「弘化三年 左せきがは

ら道 右やうらう道」と刻まれた道標があります。弘化３

年は江戸後期の 1846年です。「やうらう」は養老の滝を案

内するものと想像できます。というのは江戸時代には「養

老」という地名はなかったからです。 

養老村が成立したのは明治 22（1889）年、明治 30 年に

は上石津郡と多芸（たぎ）郡が合併し養老郡の成立という

ように、意外にも養老という地名は明治になってからなの

です。いずれも有名な養老の滝にちなんで新しい村名、郡

名にしたのでしょう。                                （桜井の大神宮常夜灯と道標） 

それはさておき、桜井を離れた伊勢街道は、桜井と同じく日本武尊ゆかりの白鳥神社がある上方（うわが

た）、そして、竜泉寺へと進みます。 

 竜泉寺には、多芸七坊の一つで天平時代創建の大威徳山竜泉寺がありましたが、織田信長によって焼失し、

現在は地名のみとなってしまいました。その竜泉寺跡は六社神社となっています。 

 多芸七坊とは、中世の山岳信仰とも深い繋がりがある七つの寺院のことで、大威徳山竜泉寺のほか、勢至

山光堂寺、象鼻山別所寺、柏尾山柏尾寺、龍壽山養老寺、小倉山光明寺、福聚山藤内寺がありました。 

いずれも大伽藍でしたが、戦国時代、兵火にあい焼失

し、現在は養老寺が現存しているだけとなっています。 

 竜泉寺を離れた伊勢街道は、清子（せし）ともいわれ

ていた勢至に着きます。中世、「勢至千軒、寺三ケ寺」と

いわれたほど繁栄していました。鉄砲など鉄製品を製造

していた「勢至の鉄座」があったからです。さらに、勢

至と、鉄の神様南宮大社と赤坂、直江の刀鍛冶、金屋の

鋳物師を結ぶ、西濃における「鉄」のネットワークがあ

ったと思われます 

 勢至から柏尾に着きます。柏尾神明神社あたりは柏尾 

    （千体仏）              山柏尾寺があった場所で、すぐ北にある千体仏は、鎌 

倉、室町時代の数多くの石仏が小さな山のように安置されています。 

ちなみに上方、竜泉寺、勢至、そして柏尾は、江戸時代当初、高須藩徳永氏領でしたがのち大垣藩領とな

っています。  

 養老街道は柏尾を離れ養老の滝へと向かいます。 

 

                                         （まつお・いち）ライフワークは民俗、地域史(近世交通史) 

                        著書は『岐阜地理・地名・地図の謎』(監修・実業之日本社)、『東海北陸の地名』(まつお出版)など多数 
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会員投稿記事 

『春はもうすぐそこ』 

今年の２月は、あまり家から出ることができませんでしたね。大雪で高速道路も通行止めになった
り、雪の災害が本当に恐ろしく感じました。そして、衆議院議員選挙。テレビやネットの速報など、
いろんな情報が入ってくるので、いろいろ考えてしまいました。それが終わったら冬季オリンピッ
ク。日本選手団の活躍に、テレビの前に釘付けでした。そんな感じで家からあまり出ることなく、イ
ンドアで過ごした２月。ですが、もうすぐそこに春はやってきています。河津桜の開花速報や、春を
先取りした菜の花畑のニュースをみると、うずうずしてきますね。今年も僕にとっての旅の季節がや
ってきました。 
ということで、そんなに遠出しなくても、十分に楽しめるスポットを、バイクでツーリングばっか

りしてる髙橋が、いくつかご紹介したいと思います。 

春は桜ということで、長野県の桜の名所・・ 
長野県 飯田市 杵原学校の枝垂れ桜、僕は木造校 
舎が大好きで、木造校舎目当てでツーリングに行っ 
たりするほどのですが、ここは“映画のロケ地”と 
してとても有名な場所です。中央自動車道の飯田山 
本ＩＣからすぐの場所にあるので、県内どこからで 
も日帰りで行ける場所です。昨年、ちょうど満開の 
枝垂れ桜を見ることができました。木造校舎と満開 
の枝垂れ桜、最高の景色が待っています。 
同じく長野県 飯田市 遠山郷 旧木澤小学校前 

にも会員投稿でご紹介したことがある場所です。        「杵原学校の枝垂れ桜」 
僕は今年も春に行く予定です。限界集落と呼んでも 
よい山の中ですが、古き良き日本の原風景が広がる景色はいつ行っても飽きさせません。そして、旧
木澤小学校も木造校舎。自由に見学できる、とてもおすすめの場所です。杵原校舎の桜のように立派
ではありませんが、ここの桜も、寂しげでとても美しいです。「桜の儚さ」が好きなら、こちらのほ
うがおすすめかな？杵原校舎から１時間くらいで行けるので、ぜひ足を延ばしてみては。 

「おいしいものも食べたいよね」ということで愛知県渥美半島・・ 
豊橋から先、渥美半島の田原市はライダーにとってもやさしい場
所。行政も地元の企業さんも、「ライダー大歓迎！最高のツーリ
ングスポット」として売り出しているので、岐阜県のライダーに
はとてもなじみ深い場所なのです。温暖な渥美半島、この時期は
何といっても「壮大な菜の花畑」を見に行くべきでは。 
そして、いちご狩り。渥美半島はフルーツの栽培が盛んな場所。
（メロンが有名ですよね。）春は様々な農園でいちご狩りができ
るので、家族みんなで遊びに行くのにもとっても良い場所です。 
こちらも、日帰りで十分に楽しめる場所です。渥美半島までの途
中で寄り道して、「豊橋カレーうどん」もしくは「蒲郡うどん」
の２大名物うどんを楽しむのもおすすめです。（うどん好きの僕 

「豊橋カレーうどん」      はこっちのほうがメインという場合もあります。） 

寒いのはもうイヤだ！暖かいところがよい！という方に 三重県 熊野、バイクに乗るまでは、す
ごく遠いところにあると思っていた熊野。今は高速道路も通っているので、思ったより早くいけま
す。が、日帰りよりは、一泊したほうが良いかな。と思う距離です。（ライダーは日帰りです。）世
界遺産を十分に体験できる素晴らしい街です。高速を下りてすぐ、鬼ヶ城という大岩壁のスポット
は、大自然の偉大さを感じます。夏にここから花火を打ち上げる「熊野大花火」は有名ですよね。世
界遺産から花火を打ち上げるのもどうかと思うのですが（笑）。 
そして、日本最古の神社とされる花の窟神社、日本人のルーツといえる場所です。スピリチュアルを
感じてみては。 

ということで、春はもうすぐそこ。今年もアクティブに楽しみましょう。  

(岐阜支部 髙橋 励) 
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058-268-6543

岐阜県代協会員の皆様、当社はオリックスレンタカー店舗を運営しております株式会社タカサワと申します。

代車でお困りの際には、是非とも当社のレンタカーサービスをご利用ください！

　●国産全メーカー・輸入車・特殊車両(冷凍車・福祉車・各種トラック)の豊富な車種の取扱いがあります。

　　店頭在庫がなくても、グループ内の豊富な車両の中からご要望に添えるお車をお探しします！

　●突然の事故…　代車を一刻も早くお客様の元へ手配しなければ…
　　そんな時はお任せ下さい！配車スタッフの多い当社なら迅速にご手配させて頂きます！　

　　もちろん土・日・祝日のご対応もお任せ下さい！
　●工場様へのお届けはもちろんのこと、お客様ご自宅や事故現場へのお届けにも対応させて頂きます！

　●車種と料金が見合わないと思う場合でもご相談下さい。豊富なラインナップよりご提案いたします。

　●代車特約など料金上限がある場合でもお気軽にお問い合わせ下さい。ご相談いたします。

　●岐阜県・愛知県はもとより、全国のネットワークからご手配致します。

金山駅前店 小牧豊山店 ＴＥＬ

美濃太田駅前店

岐阜市安良田町5-9

春日井店 刈谷店 ＴＥＬ 0584-93-0543 大垣市長松町1215-2

一宮店 岡崎店 ＴＥＬ

愛

知

県

岐

阜

県

岐阜店

大垣店

多治見店 0572-21-0543

津島店 名古屋呼続駅南店　

まずは岐阜県の最寄店舗へご連絡ください！名古屋駅太閤通口店　 長久手公園西駅前店

多治見市若松町1-9-1

ＴＥＬ 0574-66-1543 美濃加茂市太田町1741-2
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SHINWA グループ 
 

いつも大変お世話になりましてありがとうございます。 

２月に入りまだまだ天候不良や寒波の影響により事故発生の可能性が続くと思われます。  

事故修理はもとより、各メンテナンス・車検・定期点検・車販等も最寄りの SHINWAグループ 

各社に是非ご相談・ご用命下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

ご依頼は、用途や地域に合わせて各工場に直接ご連絡ください。 

 

  

オートボデーショップ篠田 大垣市上面 4-60 0584-74-7892 

平野鈑金工業 岐阜市中鶉 1-120 058-271-0773 

和田鈑金工業 岐阜市敷島町 8-105 058-251-7065 

AUTO PIT 羽島鈑金 羽島市竹鼻町狐穴 1413-1 058-392-1521 

オートリペアカワシマ 岐阜市打越 548 058-232-4185 

三田自動車工業 大垣市十六町 618-1 0584-91-7381 

成田鈑金工業所 多治見市小泉町 1-164 0572-22-5456 

カトー自動車工業 可児市瀬田 1085-1 0574-62-3207 

エコなおしのライト 高山市国府町金桶 254-1 0577-72-5120 

（平成３０年６月末時点） 
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安心を高齢者の皆様へ

ホームセキュリティの新提案
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【CSR委員会】  
  

 ★献血キャンペーンご協力のお願い 

   ２月、３月は CSR委員会事業のひとつであります献血へのご協力 

  をお願い申し上げます。例年寒い時期は、輸血用の血液が不足します。 

輸血を必要とする患者さんの数は冬場でも減ることはありません。 

助け合い、思いやりの心は献血で広がります。会員皆様の献血への 

ご協力をお願い申し上げます。 

今月号に同封の岐阜県赤十字血液センター献血のお願いチラシ裏面の 

献血協力申込用紙にご記入いただき、献血会場受付スタッフにお渡し 

ください。 

また、チラシがない場合は、 

岐阜県損害保険代理業協会 団体コード ２８－０２３０３ を受付スタッフにお伝えください。 

                                                    （委員長 家田 圭市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 
 

２月２７日（金）中日新聞岐阜県版にて、毎年恒例となりました「トータルプランナー広告」が掲載されます。 

毎年、ご契約者の皆様から「新聞に載ってたね。」とお声がけいただける広告企画です。来年度も継続予定 

です。掲載を考えていらっしゃる皆様は、是非ご掲載ください。 

なお、今年度は掲載レイアウトの関係で、支部の順番が上から岐阜東、岐阜西、東濃、飛騨、西濃、中濃 

とイレギュラーな順番になっています。ご了承ください。 

（広報機関誌委員長 髙橋 励） 
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